
令和７年度介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業仕様書 

   

１ 事業名 

  令和７年度介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業 

 

２ 事業の目的 

令和６年度介護報酬改定において、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活

用されるよう推進する観点から、既存の３種類の処遇改善関係加算を「介護職員等処遇改善加算」（以

下「処遇改善加算」という。）に一本化するとともに、加算率の引上げが行われたところであり、介護

現場で働く職員の処遇改善は更に進めていく必要がある。 

本事業は、これを踏まえ、介護サービス事業所等に対する処遇改善加算の更なる取得促進に向けた支

援を行うものである。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和８年２月 27 日（金）まで 

 

４ 委託業務実施場所 

  香川県内 

 

５ 委託業務の概要 

（１）研修会の実施 

処遇改善加算の仕組みや取得方法等について説明を行い、介護サービス事業所等における当該加算

の取得にかかる支援を行う。所要時間は１回あたり２時間程度とする。 

  

（２）個別訪問の実施 

処遇改善加算の取得に向けた相談窓口を設置し、介護サービス事業所等に対して、専門的な相談員

（社会保険労務士等）の派遣による個別の助言・指導等を行い、新規取得やより上位の区分の加算

取得を支援する。 

  

６ 委託業務の詳細 

（１）対象の介護サービス事業所 

 香川県内に所在する介護サービス事業所のうち、下記に該当するもの 

処遇改善加算・・・未取得事業所、加算（Ⅱ）～（Ⅳ）取得事業所 

※なお、事業所の選定に当たり、一定の地区に集中することなく、県内島嶼部等の事業所について 

も可能な限り選定すること。 

  



（２）研修会の開催方法や定員 

・委託期間内に、オンライン形式で１回以上開催すること。 

  ・参加申込者の人数に応じて、１日に複数回開催するなど、なるべく全員参加できるよう工夫する

こと。 

・参加定員は概ね２００名程度とすること。 

 

（３）個別訪問の回数および派遣料等 

・訪問回数においては、（１）対象の介護サービス事業所から１５事業所程度とすること。 

（なお、オンライン形式での訪問も可能とする。） 

・１事業所あたり２回程度訪問を想定しているが、事業所の状況により訪問回数を調整すること。 

・派遣料等の費用を徴収しないこと。 

 

（４）具体的な業務内容 

（ア）研修会の実施 

  ・講師（社会保険労務士等の専門家）の選定や研修会の運営・資料作成業務等を行うこと。 

 ・参加者の募集や申込受付等の開催業務を行うこと。 

 ・研修後アンケートの実施や参加者名簿を作成すること。 

 ・研修会に関する問い合わせ（電話、メール、FAX など）に適宜対応し、内容等を記録するこ

と。 

     

（イ）個別訪問の実施 

・対象の介護サービス事業所を募集及び選定すること。 

 （処遇改善加算未取得の事業所に加え、処遇改善加算を取得している事業所の上位区分への

移行支援も積極的に実施すること。） 

・派遣日時の調整をすること。 

・処遇改善加算の取得に必要なキャリアパス、賃金規程や就業規則、介護職員処遇改善加算計

画書の作成方法や制度内容、加算届出の手続等について適切な助言・指導を行うこと。 

・個別訪問に係る支援内容等を記録すること。 

・個別訪問等に関する問い合わせ（電話、メール、FAX、オンライン形式など）に適宜対応し、

内容等を記録すること。 

 

（５）事業の達成目標 

・処遇改善加算を未取得の事業所に対して、加算制度及び加算届出等の具体的な手続きについて助

言・指導を行うこと。 

・処遇改善加算（Ⅱ）～（Ⅳ）取得事業所に対して、より上位の区分を取得や適切な区分を取得する

ために必要なキャリアパスや賃金規定、就業規則の整備、加算等を取得するために必要な処遇改善



計画書の具体的策定手順や内容について助言・指導を行うこと。 

 

７ 実績報告書の提出 

本事業が完了したときは、以下の書類を添付して速やかに実績報告書を提出すること。 

  （１）研修会の実施記録（開催内容及び参加者名簿、アンケート集計等） 

（２）個別訪問の実施記録（訪問回数及び支援内容等） 

  （３）事業所からの研修会や個別訪問に関する問合わせ（電話、メール、FAX、オンライン形式など）

の記録 

 （４）収支精算報告書 

 

８ 留意事項 

 （１）事業計画及び経費など事業運営上重要な事項については、事前に県と協議すること。 

 （２）事業の遂行について、県の求めにより、随時進捗状況を報告すること。 

 （３）問題が生じた場合は、県及び関係者と連携し、迅速かつ誠実に対応すること。 

 （４）委託料の支払いは、原則として完了払いとし、支払いは香川県会計規則に規定された期限内に行

なうものとする。 

 （５）本事業に係る関係書類は、委託事業完了の年度の翌年度から起算して、５年間保存すること。 

 （６）事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス等の感染拡大防止対策を講じること。 

 

９ その他 

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、事前に県と受

託者が協議の上決定すること。 


